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１ 適正な精神医療の確保等について 

精神保健福祉施策の推進については、人権に配慮した適正な精神医療の確保、精神障害者の

社会復帰・社会参加を促進するという観点から、地域において、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」と

いう。）に規定する障害福祉サービスを行う施設等との連携を図りつつ、より良い精神医療を

目指していくことが必要である。 

特に、入院患者の処遇については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号。以下「法」という。）等に基づき、行動制限、面会、信書、電話、金銭管理

等にかかる処遇が適切に行われ、社会復帰に向けた様々な環境整備を積極的に推進していく必

要があることから、管下精神医療機関に対して指導の徹底を図られたい。  
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２ 入院制度等の適正な運用について 

都道府県及び指定都市においては、以下の点に留意し、適正な運用を図られるようお願いす

る。 

（１） 措置入院制度について 

ア 入院手続について 

入院に当たっては、精神保健指定医２名以上の診察により適切に行い、その診察を行う際

には、後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たっている

者の立ち会いが可能であるので、これらの者に診察の通知を行うこと。 

また、入院措置を採る場合には、法第２９条第３項の規定に基づき、当該入院措置を採る

旨及びその理由について、書面告知を患者及びその家族等（法第５条第２項に規定する家族

等をいう。以下同じ。）であって診察の通知を受けた者又は立会いを行った者に対して行う

こと。 

なお、精神保健指定医の選定に当たっては、原則として同一の医療機関に所属する者を選

定しないこととするとともに、措置決定後の入院先については当該精神保健指定医の所属病

院を避けるよう配慮すること。 

また、都道府県立精神科病院については、法律の趣旨に照らし、進んで措置入院者を受け

入れること。 

イ 通報申請等の取扱いについて 

法第２２条から第２６条の３までの規定による通報申請等がなされた場合においては、速

やかに法第２７条の規定による所要の措置を講ずること。 

ウ 病状報告について 

各都道府県及び指定都市においては、精神科病院の管理者（以下「病院管理者」とい

う。）に対し、常時措置入院者の病状把握に努めるとともに、当該措置入院者が自傷他害の

おそれがないと認められるに至った場合には、直ちにその旨を最寄りの保健所長を経由し

て都道府県知事又は指定都市市長に届け出るよう指導するとともに、都道府県及び指定都

市については、速やかに退院の手続をとること。 

また、病状報告は、６カ月（ただし、入院後６カ月経過しない間については、３カ月）

の範囲内で定期的に求めるとともに、それ以外にも必要に応じ随時これを求めること。 

なお、患者台帳等を作成するなどにより措置入院者についての現状把握に努め、病状報

告が確実に提出されているかどうかについても確認すること。 

エ 仮退院について 

仮退院は、精神保健指定医による診察の結果、入院患者の症状に照らし、その者を一時

退院させて経過を見ることが適当であると認める場合に限り行えるものであり、決して目

的外に仮退院させることのないようにすること。 

オ 緊急措置入院について 

緊急措置入院は、急速を要し、通常の措置入院の手続によることができない場合におい

て、 その指定する精神保健指定医をして診察をさせた結果、直ちに入院させなければなら

ないと認めたときに行うものであり、７２時間を超えて入院させることのないようにする

こと。 

カ 退院促進措置について 

法第２９条の６に規定する退院後生活環境相談員については、その一覧が作成され、適

切な資格を有する者が退院後生活環境相談員として選任されているか確認すること。 

また、法第２９条の７に規定する地域援助事業者については、措置入院者又はその家族

等から求めがあった場合その他地域移行を促進するために必要があると認められる場合に

紹介しなければならないとされていること。 

キ 措置入院者の診察について 

措置入院者については、入院後概ね３カ月を経過した時に精神保健指定医による診察を

行うこととする。 

また、これ以外の場合にも必要に応じ積極的にこれを行うよう努めること。 

ク 退院手続について 
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都道府県知事及び指定都市市長においては、措置入院者が措置入院を継続しなくてもよ

いと認められたときは、直ちにその者を退院させること。 

また、措置入院者を退院させるに当たっては、医療機関、保健所、福祉事務所等との連

携を密にし、その後の医療、保護及び社会復帰に支障が生じないよう十分配慮すること。 

（２） 医療保護入院制度について 

ア 入院手続について 

病院管理者は、入院の要否について法第２０条の規定による入院が行われる状態にない

ことを必ず精神保健指定医に判断させるとともに、入院に際しての同意者に所定の様式に

基づく同意書を提出させることにより、当該同意者が家族等のうちいずれかの者であるこ

とを確認するよう指導すること。 

また、市町村長同意の場合において迅速な対応がなされるよう日頃から市町村長との連

携を密にしておくこと。 

なお、同意者となった市町村長においては、入院後面会して患者の病状を把握するとと

もに、市町村の担当者への連絡先、連絡方法を患者に伝えるよう指導すること。 

入院措置を採る場合には、当該患者及びその家族等であって入院の同意をした者に対

し、当該入院措置を採る旨及びその理由を書面で知らせていることを確認すること。 

  イ 入院期間について 

入院期間については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和２５年

厚生省令第３１号。以下「規則」という。）第１５条の６の規定に基づき、当該医療保護入

院から６カ月を経過するまでの間は３カ月以内の期間とし、入院から６カ月を経過した後

は６カ月以内の期間とされているかを確認すること。 

ウ 届出について 

法第３３条第９項の規定に基づく届出については、必ず法定の１０日以内に行われるよ

う指導すること。また、入院に際しての同意者が家庭裁判所により選任された者であると

きは届出書に選任書の写しを添付させること。 

また、届出内容から判断して入院手続、入院の要否等に疑問があると認められるとき

は、法第３８条の６に基づく報告徴収等を行うなど必要な措置を講ずること。 

エ 退院促進措置について 

法第３３条の４において読み替えて準用する法第２９条の６に規定する退院後生活環境

相談員については、その一覧が作成され、適切な資格を有する者が退院後生活環境相談員

として選任されているか確認すること。 

また、法第３３条の４において読み替えて準用する法第２９条の７に規定する地域援助

事業者については、医療保護入院者又はその家族等から求めがあった場合その他地域移行

を促進するために必要があると認められる場合に紹介しなければならないとされているこ

と。 

オ 入院期間の更新手続について 

入院の期間の更新については、以下の要件をすべて満たしている場合であることを確認

すること。 

（ア）指定医による診察の結果、なお法第３３条第１項第１号に掲げる者に該当するこ

と 

（イ）対象患者について、医療保護入院者退院支援委員会による審議が行われたこと

（入院継続に当たって必要な退院支援措置の検討） 

（ウ）法第３３条第８項の規定に基づき、同条第６項の規定による同意に関し必要な事

項を家族等に通知した上で家族等の同意があること又は同条第８項の規定に基づき、

家族等の同意を得たものとみなしていること 

更新後の入院期間は、規則第１５条の６の規定に基づき、当該医療保護入院から６カ月

を経過するまでの間は３カ月以内の期間とし、入院から６カ月を経過した後は６カ月以内

の期間とされているかを確認すること。 
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入院の期間を更新する場合には、当該患者及びその家族等であって入院期間の更新に同

意をした者に対し、当該入院期間を更新する旨及びその理由を書面で知らせていることを

確認すること。 

また、入院期間更新届の届出については、法第３３条第９項の規定に基づき、入院の期

間の更新があった場合、必ず法定の１０日以内に行われるよう指導すること。 

カ 退院手続について 

病院管理者に対し、医療保護入院者を退院させたときは、１０日以内に最寄りの保健所

長を経て都道府県知事又は指定都市市長に届け出るよう指導すること。 

また、医療保護入院者の退院に当たっては、病院管理者が医療機関、保健所、福祉事務

所等との連携を十分に行い、退院後の患者の医療、保護及び社会復帰に支障が生じないよ

う指導すること。 

（３） 任意入院制度について 

ア 入院手続について 

人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するため、本人の同意に基づいて入院

が行われるよう努めることは極めて重要なことであり、その旨を病院管理者に対して徹底

させるとともに、その入院手続については、法に基づき適正に実施されているかどうかを

確認すること。 

イ 精神障害者が自ら入院する任意入院の場合においては、基本的に開放的な環境で処遇さ

れるものである。これを制限する場合には、法第３７条第１項の規定に基づく基準により

適正に実施されているかどうかについても確認すること。 

（４） 指定病院及び応急入院指定病院について 

ア 厚生省告示に定める基準を満たす病院を３年の期限を付して指定することとし、３年ご

とに見直しを行い更新すること。 

イ 病床に余裕があるにもかかわらず、理由なく措置入院者又は応急入院者の受入の拒否を

行っているような事実があった場合には、病院に対する指導を強化すること。 

ウ 作業療法士、精神保健福祉士等の職種を配置し、入院患者の社会復帰に向けた努力を行

うよう指導すること。 

（５） 任意入院者の退院制限、医療保護入院及び応急入院に係る特例措置について 

ア 特定病院の認定について 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和２５年厚生省令第３１号）第

５条の２において定める基準を満たす病院を３年の期限を付して認定することとし、３年

ごとに見直しを行い更新すること。 

イ 入院手続について 

病院管理者は、入院の要否について任意入院が行われる状態にないことを特定医師に判

断させ、任意入院者の退院制限、医療保護入院又は応急入院を１２時間以上継続する等の

特例措置を採る場合には、必ず精神保健指定医に判断させること。 

また、特例措置についての事後審査委員会による審議を適切に行うよう指導すること。 

ウ 届出及び記録について 

医療保護入院の特例措置の届出については、必ず法定の１０日以内に、応急入院の特例

措置の届出については、直ちに行われるよう指導すること。 

また、任意入院者の退院制限、医療保護入院及び応急入院に係る特例措置の記録を遅滞

なく作成し、保存するよう指導すること。 

また、届出及び記録内容から判断して入院手続、入院の要否の判断等について適正を欠

く疑いがあると認められるときは、法第３８条の６に基づく報告徴収等を行う等必要な措

置を講ずること。 

（６） 精神医療審査会について 

ア 精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保する

ため、病状報告等については、必要と認める場合においては、病院管理者等に対し意見を

聴くことに加え、委員による診察、関係者に対して報告や意見を求めること、診療録その

他の帳簿書類の提出、出頭を命じて審問するなど、慎重かつ速やかに審査を行うこと。 
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イ 都道府県知事及び指定都市市長は、措置入院者及び医療保護入院者の入院の必要性並び

に医療保護入院者の入院期間の更新等の審査の過程につき問題があるという報告を受けた

場合、法第３８条の６の規定による報告徴収等を行い、必要な調査・診察を行うこと。 

ウ 精神科病院に入院中の者又はその家族等（その家族等がない場合又はその家族等の全員

がその意思を表示することができない場合若しくは同意若しくは不同意の意思表示を行わ

ない場合にあっては、その者の居住地を管轄する市町村長）から退院請求又は処遇改善請

求があったときは、速やかに請求に関する審査を行い、都道府県知事及び指定都市市長に

おいては、請求者に対し、遅滞なく審査結果を通知するようにすること。 

エ 精神病床数、審査案件の数等地域の実情に応じて委員の増員等を行い、審査が迅速かつ

適切に行われるよう所要の合議体数を整備すること。 

オ 審査会の運営については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第１２条に規定す

る精神医療審査会について」（平成１２年３月２８日障第２０９号厚生省大臣官房障害保健

福祉部長通知）の別添「精神医療審査会運営マニュアル」の考え方に沿って適切な運営を

図ること。 

（７） 虐待の防止について 

ア 精神科病院の管理者が、法第４０条の２第１項の規定に基づき、必要な措置を講じてい

るかを確認すること。 

イ 法第４０条の３第１項の規定による通報又は同条第２項の規定による届出があった場合

は、「精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について」（令和５年１１月２

７日障発１１２７第１１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「虐待防

止対策事務取扱要領」という。）に基づき、適切に対処すること。 

３ 実地指導等の実施方法について 

（１） 実地指導の実施時期について 

原則として１施設につき年１回行うこととするが、法律上適正を欠く等の疑いのある精

神科病院については、数度にわたる実地指導を行うこと。 

（２） 実地指導の方法について 

ア 実地指導は、原則として都道府県及び指定都市精神保健福祉担当部局職員及び保健所の

精神保健福祉担当職員とともに、精神保健指定医を同行させ実施することとし、病院間で指

摘内容に格差が生じないよう、都道府県及び指定都市において実地指導要領等を作成して実

施するよう努めること。 

また、法律上極めて適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対しては、国が直接実地指導

を実施することもあり得ること。 

イ 法律上適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対して実地指導を行う場合には、最長で

も１週間から１０日間の予告期間をもって行うこととするが、虐待防止対策事務取扱要領第

２の（４）後段に該当する場合など、入院中の者に対する虐待が強く疑われ、緊急性が高い

場合等については予告期間なしに実施できること。 

ウ 実地指導の際、措置入院者については、原則として各患者に対して診察を行うものとす

る。また、医療保護入院者については、入院期間更新届や医療監視の結果等を踏まえるとと

もに、患者の入院期間、病名等に十分配慮して計画的、重点的に診察を行うようにするこ

と。 

エ 人権の保護に関する聞き取り調査については、入院中の者に対する虐待が疑われる事案

を含め、業務従事者に対するものだけでなく、入院患者に対しても適宜行うようにするこ

と。 

また、診療録を提出させ、内容を確認するとともに、入院期間更新届、関係書類及び聞

き取り調査結果等の突合を行い、未提出の書類及び入院中の者に対する虐待が行われてい

る事実等がないかについても確認すること。 

オ 医療監視を実施する際に併せて実地指導を行うなど医療監視との連携を十分に図るこ

と。 

また、生活保護法による指導等の実地との連携も図ること。 

（３） 実地指導後の措置について 
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ア 実地指導の結果、入院中の者の処遇等の状況について次に掲げる度合いに応じて、法第３

８条の７又は第４０条の６の規定に基づき病院管理者等に対して必要な措置を講じること。 

（ア） 著しく適当でないと認められる場合 

措置を講ずべき事項及び期限を示して、適切な処遇等を確保するための改善計画書の

提出を求め、必要に応じ提出された改善計画書の変更を命じ、又は、その処遇の改善の

ために必要な措置を採ることを命じ、その改善結果報告を書面により求めるとともに、

その結果を検証するものとする。 

また、命令に従わない時は、適宜、①精神障害者の入院に係る医療の提供の全部若し

くは一部を制限することを命じ又は②当該精神科病院の名称及び住所並びに改善命令等

を行った年月日及びその内容等を公表すること。（ただし、①及び②の両方の措置を採

ることを妨げない。） 

さらに法第１９条の８に規定する指定病院である場合には指定の取消し、精神保健指

定医に関して法第１９条の２第２項に該当すると思料される場合にはその旨を厚生労働

大臣あて速やかに通知する等厳正なる措置をとること。 

（イ） 適当でないと認められる場合 

措置を講ずべき事項及び期限を示して、その改善結果報告を書面により求めるととも

に、その結果を検証するものとする。 

イ 当該精神科病院の構造設備・人員配置が医療法に定める基準に著しく違反し、又はその運

営が著しく不適当であると認められる場合は、改善指導を行うとともに医療監視の実施機関

や保健・福祉等関係部局に必ず連絡をとること。 

ウ 公費負担医療費が不当に超過して支払われている事実を発見したときは、速やかに返還を

命ずること。 

エ 実地指導で指摘事項が多いか重大な問題があるような精神科病院については、確認のため

再度実地指導を行うこと。 

オ 実地指導を行った際には、その都度別記様式１による報告書を作成すること。 

また、別記様式２及び３により４月１日から翌年３月３１日までを一括して取りまとめ、

同年４月末日までに厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長あてに報告

すること。 

ただし、法律上適正を欠く等の疑いが発見された場合には、速やかに連絡するとともに、

別記様式１による報告書についても早急に提出すること。 

４ 実地指導の指導項目について 

実地指導を行う際には、下記の項目について十分留意し実施すること。 

（１） 過去の行政指導等に対する改善状況について 

（２） 精神科病院内の設備等について 

（３） 医療環境について 

（４） 精神保健指定医について 

（５） 指定病院について 

（６） 措置入院について 

（７） 医療保護入院の入院手続等について 

（８） 医療保護入院の入院の期間の更新について 

（９） 応急入院について 

（10） 任意入院について 

（11） 特例措置について 

（12） 入院患者の通信面会について 

（13） 入院患者の隔離について 

（14） 入院患者の身体的拘束について 

（15） 入院患者の隔離及び身体的拘束等の行動制限に関する一覧性のある台帳の整備について

（16） 入院患者に対する虐待の防止について 

（17） 入院患者のその他の処遇について  

（18） その他 
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５ 医療法第２５条の規定に基づく立入検査の実施に当たっての技術的助言について 

医療監視については、従来から厳正な実施をお願いしているところであり、特に、医療法上適

正を欠く等の疑いのある医療機関については、平成９年６月２７日指第７２号厚生省健康政策

局指導課長通知「医療監視の実施方法等の見直しについて」により厳正な対処が必要である旨

通知しているところであるが、精神科病院についても同様とすることが適切であること。ま

た、実際に際しては、①医療従事者の充足、②超過収容の解消、③無資格者の医療行為の防止

といった事項について、特に留意すること。 

６ 生活保護指定医療機関に対する指導の強化徹底等について 

（１） 一般指導等の活用について 

生活保護の指定医療機関に対する指導は、 昭和３６年９月３０日付社発第７２７号社会

局長通知に基づき行われているところであるが、一般指導、個別指導の機会を活用し、特に

精神科病院に対しては、被保護者の適切な処遇の確保及び向上、自立助長並びに適正な医療

が行われるよう、生活保護制度の趣旨、医療扶助の事務取扱方法、適切な入院患者日用品費

等の管理などについて周知徹底を図ること。 

（２） 患者委託に当たっての留意事項について 

保護の実施機関は、都道府県本庁（指定都市及び中核市にあっては市本庁）と連携を密

にして、生活保護の指定医療機関に対する指導に加え、医療監視や実地指導の結果を参考に

しながら、管下指定医療機関の状況について実態の把握に努め、医療従事者が著しく不足し

ている場合又は使用許可病床を著しく超過して患者を収容している場合のほか、精神科病院

に入院している被保護者について、定期訪問による本人及び主治医等との面接を通じて患者

の病状、治療の状況及び療養環境等を把握し、問題が認められた場合には、患者委託は他の

指定医療機関に対して行うこと。 

７ 障害者総合支援法に基づく通院公費負担について 

自立支援医療機関に関する指導監査については、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査

について」（平成２６年１月２３日障発０１２３第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知）において、その対象を全ての自立支援医療機関とし、基本的に３年に一度実施指導す

ることとしているので、精神科病院に対しては、本実地指導の機会を活用して「指定自立支援

医療機関（精神通院医療）療養担当規程」（平成１８年厚生労働省告示第６６号）に基づく医療

の適正な実施について、効率的な指導に努めること。 

８ 精神医療に関する苦情等の適正な処理について 

精神医療に関する苦情等については、精神保健福祉センター、保健所等において積極的に相

談に応じるとともに、相談者と連携をとりながらそれぞれの事案の性質に応じた迅速、的確な

処理を行い、その結果を相談者に通知すること 

  


